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用地調査等業務共通仕様書中「別記１７ 仮住居等に要する費用に関する調査算定要領」 新旧対照表 

 

（新） （旧） 

  

（第１条 略） （第１条 略） 

  

（調査） 

第２条 仮住居等に要する費用の算定にあたっては、世帯ごとに次の各号に定める

事項について調査を行い、仮住居補償金調査算定書（様式第１－１号又は様式第

１－２号）及び仮倉庫補償金調査算定書（様式第２号）に必要事項を記載するも

のとする。 

一 居住者の氏名及び住所 

二 居住者数 

三 自家、借家、借間、配偶者居住権の別 

四 住居面積、借家人の場合は、借家、借間面積及び使用の状況 

五 その他必要と認める事項 

（調査） 

第２条 仮住居等に要する費用の算定にあたっては、世帯ごとに次の各号に定める

事項について調査を行い、仮住居補償金調査算定書（様式第１－１号又は様式第

１－２号）及び仮倉庫補償金調査算定書（様式第２号）に必要事項を記載するも

のとする。 

一 居住者の氏名及び住所 

二 居住者数 

三 自家、借家、借間の別 

四 住居面積、借家人の場合は、借家、借間面積及び使用の状況 

五 その他必要と認める事項 

  

（第３条から第５条まで 略） （第３条から第５条まで 略） 

  

（仮住居等面積） 

第６条 仮住居等面積は、次によるものとする。 

 一 建物所有者及び配偶者居住権を有する者 

住家における仮住居面積は、従前の住居面積とし、住居面積とは原則とし 

て常時居住の用に供している部分の延べ面積とする。ただし、これにより難

い場合は、仮住居の使用の実情に応じて面積を適正に補正することができる

ものとする。 

倉庫等の非住家においては、個別に動産保管に必要な面積を認定するもの 

とする。 

二 借家人及び借間人 

借家人及び借間人においては、原則として、従前の借家借間面積とするが、

これにより難い場合は、仮住居の使用の実情に応じて面積を適正に補正する

ことができるものとする。 

（仮住居等面積） 

第６条 仮住居等面積は、次によるものとする。 

 一 建物所有者 

住家における仮住居面積は、従前の住居面積とし、住居面積とは原則とし 

て常時居住の用に供している部分の延べ面積とする。ただし、これにより難

い場合は、仮住居の使用の実情に応じて面積を適正に補正することができる

ものとする。 

倉庫等の非住家においては、個別に動産保管に必要な面積を認定するもの 

とする。 

二 借家人及び借間人 

借家人及び借間人においては、原則として、従前の借家借間面積とするが、

これにより難い場合は、仮住居の使用の実情に応じて面積を適正に補正する

ことができるものとする。 

  

（第７条 略） （第７条 略） 
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様式第１－１号  様式第１－１号  

 
（表 上記以外 略） 

（※１及び※２ 略） 

 
（表 上記以外 略） 

（※１及び※２ 略） 
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様式第１－２号  様式第１－２号  

  
（表 上記以外 略） 

（※１及び※２ 略） 

  
（表 上記以外 略） 

（※１及び※２ 略） 
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様式第２号  様式第２号  

  

 
（表 上記以外 略） 

（※１及び※２ 略） 

  
（表 上記以外 略） 

（※１及び※２ 略） 

  

（様式第３号 略） （様式第３号 略） 

  

 

 


